
報告第５５号

令和４年１０月１２日

城里町議会議長 阿久津 則男 様

議会運営委員会

委員長 三村 孝信

議会運営委員会視察研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。

記

１ 調査目的

議会改革及び議会活性化の取組みについて、先進事例を見聞し、本町議会運営の

参考にするため。

２ 実施期日 令和４年７月１９日（火）

３ 調 査 地 茨城県東茨城郡大洗町議会

４ 調査概要

（１）大洗町について

◆概要

大洗町は、茨城県の海岸線のほぼ中央に位置する港町です。苫小牧港との間に定期

フェリーが就航しており、首都圏と北海道を結ぶ海の玄関口になっています。

県内有数の観光地でもあり、アクアワールド大洗や大洗磯前神社、大洗サンビーチ

海水浴場等で知られています。

農業や沿岸漁業も盛んで、アンコウ・シラス・ハマグリ・紅あずま等の農水産物や、

その加工品が特産物です。また、東海村と並んで多くの原子力関連施設が立地してい

ます。
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◆地勢

大洗町は、茨城県の太平洋岸のほぼ中央にあり、東茨城郡の東端に位置しています。

美しい海岸線はおおらかな湾形をなし、市街地はおおむねこれに沿う低地部に形成

され、後方に標高２５～３５ｍの丘陵を背負っています。涸沼側に近い低地部には水

稲が栽培され、丘は、畑・山林となっています。丘陵は関東ローム層の洪積台地であ

る鹿島台地の北部に位置しています。

●面 積 ２３．８９㎢ ●人 口 １６，０２０人 （令和４年３月末時点）

（２）議会の概要（令和３年７月時点）

①議員数 １２人

②委員会 総務常任委員会

議会運営委員会

議会広報編集委員会

ゆっくら健康館運営調査特別委員会

原子力安全調査特別委員会

・平均年齢：５８．０歳

・在職年数：平均１３．４年

・女性議員：１名

（３）議会改革、議会活性化

①傍聴者増への取組み（過去最高年間傍聴者数４１７名）

・議会開催前に議長から案内状を送付

・議会終了後、傍聴者へ礼状送付

・町週報に一般質問の情報を掲載

・傍聴者へアンケートを実施

②本会議

・一問一答方式の一般質問

・一般質問を「町政を問う」へ名称変更（専門用語から親しみやすく）

・一般質問を順番は申し込み順ではなく、くじで決定

・一般質問は１日３人までで、午前中に終える（傍聴者への配慮）

・執行部への反問権の付与

・傍聴者へ議員と同じ資料を配付

・執行部の自席答弁（時間短縮）

・質疑は１議案につき３回まで（時間短縮）

・一般質問にてスクリーンを使用（写真、グラフ等で分かりやすく）
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③常任委員会

・傍聴者へ議員と同じ資料を配付

・常任委員会での係長答弁（職員のレベルアップを図るため）

・４常任委員会（総務・文教・建設・予決）を１常任委員会へ（委員会運営を充

実、効率化）

・情報の共有化（議員は、同じ情報を同じ方法で共有）

④ＳＮＳの活用

・議員専用のアカウントを作成し、主に定例会等の会議について周知

⑤政務活動費（令和４年４月から）

・月額１万円、調査研究、研修、資料作成、資料購入に係る費用

・後払い（精算払い）

・議会広報紙やホームページにて、実績を公表

・専門的知識を有する者（弁護士等）による監査等の実施

（４）まとめ

大洗町議会は、開かれた議会、信頼される議会を作るため、平成２０年頃から議会改

革・活性化に取り組み、上記に挙げたものの他、過去に日曜議会、議会報告会などを実

施してきました。現在は、タブレットの導入によるペーパーレス化、職員向けのライブ

配信等を進めているとのことです。

議長、副議長の説明の中で、議員自らが情報を発信するなど、議会をより良くしてい

こうという姿勢、情熱には、大変刺激を受けました。今後の議会運営を行っていくにあ

たり、参考になることも多く、とても有意義で実のある研修となりました。

以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。
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報告第５６号

令和４年１０月１２日

城里町議会議長 阿久津 則男 様

議会広報委員会

委員長 桜井 和子

議会広報委員会視察研修報告書

このことについて，下記のとおり実施しましたので，概要をご報告申し上げま

す。

記

１．研修目的

（１）全国町村議会議長会による広報研修会受講

議会活動に対する住民の関心と理解を深めることが求められている

状況に鑑み，町村議会広報の発展に資することを目的とした。

２．実施期日 令和４年９月２０日（火）午後１時～午後５時

３．研修場所 シェーンバッハ・サボー １階 利根

４．研修概要 【町村議会広報研修会】

研修の視点 優秀議会広報クリニック

３つの議会広報が教えてくれること

講師 吉村 潔 氏

（エディター）

● 講義

広報広聴は地道な蓄積で、容易に「解」や「成果」は得にくいもの。令和 3

年度広報コンクール受賞のトップ３を取り上げ、その実践的・持続的な「改革」

と「次」への挑戦をフォーカスする。

（１）岩泉町議会（岩手県）の議会だより特色

①議会を身近にする町民参加の広報
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②定例会閉会後、約 30 日のスピード発行

③ストーリー性とメリハリのある紙面構成

④見出し・文章・ネームへの細やかなこだわり

⑤効果的な写真の撮り方・使い方

（２）寄居町議会（埼玉県）の議会だより特色

①広報広聴活動が議会活性化のツールに

②編集委員以外の議員も広報広聴に参加

③データなどエビデンス（根拠）に基づく広報

④わかりやすく、キレのある見出しと文章

⑤議員による手づり動画（一般質問の動画ＱＲコード）

（３）太刀洗町議会（福岡県）の議会だより特色

①議会の活動サイクル、取り組みの可視化

②明るく、わかりやすく、とっつきやすい

③教科書にもなり得る紙面づくり

④住民の知りたいニーズに応える情報提供

⑤本文の少ない、コンパクトなレイアウト

（４）「広報広聴は、議会活性化のエンジン」

①議会と住民が情報共有・対話をする中で、住民の議会活動への理解と関

心を深めることができる。

②住民の声を聴くことで、政策や意思決定に生かすことができる。

首都高速道路でおきた事故による渋滞に巻き込まれ、到着時刻が遅れるトラブ

ルもありましたが、無事に研修を受けることができました。

広報コンクール受賞を受けた３つの議会とも、議員主導の町民目線の広報とな

っており、問題提起、写真やグラフ等の使い方、エビデンス（根拠）となる数値

や他市町村との比較などを意識した広報となっています。また、写真と文字のバ

ランスや特集ページの文の構成、わかりやすい見出しについても、参考となりま

した。

これらの議会の広報の取り組みや講師による編集の的確なアドバイスを、今後

の私たちの議会だより作成にも取り入れ、さらに町民に読みやすく分かりやすい

広報紙づくりに心掛けていきたいと感じました。とても有意義で実りのある研修

となりました。

以上，調査概要を述べて，委員会の研修報告といたします。



報告第５７号

令和４年城里町告示第193号

城里町避難行動要支援者支援制度実施要綱

（目的）

第１条 この告示は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び城里町地域防災計画

（以下「地域防災計画」という。）の定めるところにより、災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合において、支援を必要とする高齢者、障害者等が、地域の中で

必要な支援を受けられるための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮

らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者をいう。

(2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者のうち、在宅で生活し、災害時に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特

に支援を要する次に掲げる者をいう。

ア 75歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

イ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令（平成11年厚生省令第58号）第１条に規定する要介護３、要介護４又は要介護

５の認定を受けている者

ウ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15

号）別表第５号の１級又は２級に該当する障害を有する者

エ 療育手帳制度告示（昭和48年９月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知）の

規定により、療育手帳の交付を受けている者で、Ⓐ判定又はＡ判定を受けた者

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２

項の規定により、障害等級１級又は２級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている単身世帯の者

カ 特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和48年４月17日衛発第242号厚生省公衆衛

生局長通知）に規定する特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患している者であ

って、町の生活支援を受けている者

キ アからカに掲げるものに準ずる状態にある者で支援が必要と町長が認める者

(3) 避難支援等関係者 避難行動要支援者を普段から見守り、災害時において情報

の伝達、安否の確認、避難の誘導等の支援を行う次に掲げるものをいう。

ア 自治会及び自主防災組織

イ 民生委員及び児童委員

ウ 地域支援者

エ 城里町社会福祉協議会

オ 消防団及び消防関係組織

カ 警察署

キ その他町長が必要と認めるもの

(4) 関係課 総務課、健康保険課、長寿応援課、福祉こども課その他避難行動要支援

者の支援を行う課をいう。
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（避難行動要支援者名簿の作成）

第３条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避

難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するた

めに必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以

下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成する。

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、

又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

３ 町長は、第１項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保

有する要配慮者の氏名その他要配慮者に関する情報を、その保有にあたって特定され

た利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

４ 町長は、第１項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認め

るときは、都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求める

ことができる。

（名簿情報の利用及び提供）

第４条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第１項の規定により作成した

避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）

を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。

２ 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者

に対し、地域防災計画の規定に基づき名簿情報を提供するものとする。ただし、城里

町個人情報保護条例（平成17年城里町条例第11号）に特別の定めがある場合を除き、

名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の個人

をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。

３ 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支

援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供す

ることができる。この場合において、名簿情報を提供することについて本人の同意を

得ることを要しないものとする。

４ 第２項又は前項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、速やかに城里町避難行

動要支援者名簿情報受領書兼誓約書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。

（登録手続）

第５条 避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿に自己の情報を登録し、かつ、前

条第2項の規定により避難支援等関係者に対し名簿情報を提供することについて同意

をする場合は、城里町避難行動要支援者登録申請書兼同意書（様式第２号。以下「申

請書兼同意書」という。）を町長に提出するものとする。

２ 避難行動要支援者は、身体の状況等により申請書兼同意書を記載し、又は提出する

ことが困難な場合は、家族等の者にこれを代理で記載させ、及び提出させることがで

きる。
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３ 町長は、民生委員及び児童委員の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び避難行

動要支援者名簿への登録のために必要な調査を行うことができる。

４ 避難行動要支援者は、前項の調査の際、民生委員及び児童委員等を通じて、申請書

兼同意書を町長に提出することができる。

５ 町長は、いずれかの方法により申請書兼同意書の提出を受けたときは、当該申請書

兼同意書に記載された情報を避難行動要支援者名簿に登載し、これを関係課において

共有する。

（登録内容の変更）

第６条 前条の規定により、避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者（以

下「登録者」という。）は、当該登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場

合は、変更事項を記入した申請書兼同意書により、速やかに町長に提出するものとす

る。

２ 町長は、前項の規定により変更事項を記入した申請書兼同意書の提出を受けたとき

は、速やかに登録者に関する名簿情報を変更するものとする。

３ 町長は、名簿情報に変更があることを知り得た場合において、登録者、家族等から

申請書兼同意書の提出がなされないときは、職権により当該登録者に関する名簿情報

を変更することができる。

（登録の抹消）

第７条 登録者は、避難行動要支援者名簿からの登録の抹消を求める場合には、城里町

避難行動要支援者名簿登録抹消届（様式第３号。以下「登録抹消届」という。）を町

長に提出するものとする。

２ 町長は、前項の規定により登録抹消届の提出を受けたときは、速やかに避難行動要

支援者名簿から登録を抹消するものとする。

３ 町長は、登録者が次に掲げる事項に該当する場合には、避難行動要支援者名簿から

登録を抹消するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 避難行動要支援者でなくなったとき。

(5) 所在が不明なとき。

（避難行動要支援者避難支援プラン個別計画の作成）

第８条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿の情報を

基に支援に関する避難行動要支援者避難支援プラン個別計画（以下「個別避難計画」

という。）を作成する。ただし、個別避難計画を作成することについて避難行動要支

援者の同意が得られない場合は、この限りではない。

２ 個別避難計画は、次の事項を記載するものとし、避難行動要支援者避難支援プラン

個別計画（様式第４号）により作成するものとする。

(1) 避難行動要支援者名簿に記載されている情報

(2) 同居の家族等の状況

(3) 避難行動要支援者の状態

ア 主な疾患、障害等

イ かかりつけの医療機関

ウ 使用している薬の種類

エ 使用している介護機器又は医療機器

オ その他配慮が必要な事項
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(4) 避難支援に関する事項

ア 情報入手に係る支援方法

イ 避難行動に係る支援及び介助の方法

ウ 避難生活に係る支援及び介助の方法

(5) 災害時の避難方法

(6) 緊急連絡先

(7) 避難支援者の情報

(8) 避難経路

(9) その他必要な事項

（個別避難計画の情報の利用及び提供）

第９条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第１項の規定により作成した

個別避難計画に記載し、又は記録された情報（以下「個別避難計画情報」という。）

を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。

２ 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定

めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとす

る。ただし、城里町個人情報保護条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画

情報を提供することについて本人（当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及

び避難支援等関係者をいう。次項において「避難行動要支援者等」という。）の同意

が得られない場合は、この限りでない。

３ 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支

援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報

を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することに

ついて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しな

い。

４ 前２項に定めるもののほか、町長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以

外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支

援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

（避難支援等関係者による支援）

第10条 避難支援等関係者は、受領した名簿情報及び個別避難計画情報を活用して避難

行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等の支援

(2) 避難支援等を容易にするために日常生活において行う声かけ及び相談等

(3) その他避難支援等に必要な事項

（秘密保持義務）

第11条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を利用して

はならない。

２ 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失しないよう適切に保管するとともに、その内

容を他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。

３ 避難支援等関係者は、その任を後任の者に引き継ぐ場合は、適切に名簿情報を引き

継がなければならない。

４ 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければ

ならない。
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５ 避難支援等関係者は、次に掲げる場合においては、名簿情報を速やかに返却しなけ

ればならない。

(1) 避難行動要支援者名簿から登録が抹消され、名簿情報を避難支援等に利用する

必要がなくなった場合

(2) 避難行動要支援者名簿を更新する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

（町の責務）

第12条 町は、避難行動要支援者名簿への登録を促進するため地域と連携を図り、城里

町避難行動要支援者支援制度の普及及び啓発を実施するものとする。

２ 町は、避難行動要支援者に対する個別避難計画を避難支援等関係者の協力を得て、

策定するものとする。

３ 町は、避難行動要支援者に対する地域の支援組織の構築を行う者に対し、指導、助

言その他必要な支援を実施するものとする。

（補則）

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第５８号

令和４年城里町告示第173号

令和４年度城里町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱

（目的）

第１条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用

動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない

低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイル

スの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得

の子育て世帯の家計は悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）を見舞う観点か

ら、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

給付事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひ

とり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給について」（令和４年５月24日付子

発0524第２号厚生労働省子ども家庭局長通知）別紙支給要領に基づき、必要な事項

を定める。

（支給要件）

第２条 城里町（以下「町」という。）は、前条の目的を達成するため、この告示の定

めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（以下「本給付金」という。）を、第

３条第２項に規定する対象児童（本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

以下同じ。）を養育する者であって、次項第１号に規定する養育要件のいずれかに該

当し、かつ、同項第２号に規定する所得要件のいずれかに該当する者（以下「支給

対象者」という。）に対して支給する。

２ 支給対象者のうち、第１号のア又はイに該当し、かつ、第２号のアに該当する者

（第１号のアに該当する者については、児童手当法（昭和46年法律第73号）第17条

第１項に規定する公務員である者を除く。）を「児童手当等受給・非課税者」といい、

第１号のウ又はエに該当し、かつ、第２号のアに該当する者（第１号のウに該当す

る者については、同項に規定する公務員である者を除く。）を「新規児童手当等受

給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課

税者以外の者を「その他の支給対象者」という。

(1) 以下の養育要件のいずれかに該当すること。

ア 児童手当受給者 令和４年４月分の児童手当（児童手当法による児童手当

（同法附則第２条第１項に規定する特例給付を含む。）をいう。以下同じ。）の

受給者

イ 特別児童扶養手当受給者 令和４年４月分の特別児童扶養手当（特別児童扶

養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）による特別児童扶養手当

をいう。以下同じ。）の受給者

ウ 新規児童手当受給者 令和４年５月から令和５年３月までのいずれかの月の

分の児童手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその

他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は児童手当法第９

条第１項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
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エ 新規特別児童扶養手当受給者 令和４年５月から令和５年３月までのいずれ

かの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理

由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又

は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手

当法（昭和36年法律第238号）第８条第１項の規定による特別児童扶養手当の額

の改定の認定を受けた者

オ 高校生を養育する者 上記(1)アからエまでのいずれかに該当する者以外の者

のうち、令和４年３月31日において、平成16年４月２日から平成19年４月１日

までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの

又は令和４年４月１日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有すること

になった者

カ 政令で定める額以上の収入がある養育者 上記(1)アからエまでのいずれかに

該当する者以外のうち、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）第７条に規

定する額以上の収入があり、平成19年４月２日以降に出生した児童を養育する

者であって、令和４年３月31日において日本国内に住所を有する者又は同年４

月１日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者。

(2) 以下の所得要件のいずれかに該当すること。

ア 令和４年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法（昭和25年法

律第226号）の規定による令和４年度分の市町村民税均等割（同法の規定による

特別区民税を含む。以下同じ。）が課されていない者又は市町村（特別区を含む。

以下同じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

イ 令和４年１月以降の家計急変者 アに該当する者以外の者のうち、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降の家計が急変し、令和４年

度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者

（当該者の１年間の収入見込額（令和４年１月から令和５年２月までの任意の

１箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額（当該収入

見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が市町村民税均

等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。）

３ 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲

げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給

対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当

と認められる者に対して支給する。

４ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を

支給しない。

(1) 児童手当法第４条第１項第４号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

（本給付金の支給額等）

第３条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童１人につき、５万円と

する。

児童手当等受給・非課税者 令和４年４月１日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者 支給要件に該当することが確認された日の翌日

以後に死亡した場合

その他の支給対象者 申請後これに対する支給が行われるまでの間に

死亡した場合
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２ 本給付金の対象児童は、平成16年４月２日（特別児童扶養手当等の支給に関する

法律施行令（昭和50年政令第207号）別表第３で定める程度の障害の状態にあり、認

定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平

成14年４月２日）から令和５年２月28日までの間に出生した児童（日本国内に住所

を有するもの又は児童手当法施行規則（昭和46年厚生省令第33号）第１条で定める

理由により日本国内に住所を有しないものに限る。）とする。

３ 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」という。）又は本給付金

の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

４ 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児

童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除

かれるものとする。

５ 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、

新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象

児童から除かれるものとする。

（町が支給を実施する支給対象者の範囲）

第４条 町は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、

当該者への本給付金の支給を実施する。

（申請不要の支給の方式）

第５条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対

し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支

給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対す

る子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）受

給拒否の届出書（様式第１号）の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。

２ 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、

速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。この場合、第４号に掲げる方式

は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れ

た場所に居住していることその他第１号、第２号又は第３号に掲げる方式による支

給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口

座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に低所得の子育て

世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育

て世帯分）支給口座登録等の届出書（様式第２号。以下「口座登録届出書」とい

う。）を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

児童手当等受給・非課税者 町が令和４年４月分の児童手当の受給資格を認定し

ている場合又は町が令和４年４月分の特別児童扶養

手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課

税者

町が令和４年５月から令和５年３月までのいずれか

の月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定

した場合又は町が令和４年５月から令和５年３月ま

でのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資

格又は額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者 申請時点で町に居住する場合
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(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が

町に口座登録届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給す

る方式

（申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限）

第６条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第２項各号に

掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和５年２月28日までとする。ただし、

令和５年３月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求

をした者等への支給の申請については、令和５年３月15日までとする。

（申請による支給の方式）

第７条 申請により本給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯分）申請書（請求書）（様式第３号。以下「本給付金申請書」と

いう。）により申請を行う。町長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。

２ 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のい

ずれかにより行う。この場合、第３号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を

開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第

１号又は第２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申

請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において

町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

３ 町長は、第１項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに低所得の

子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の

子育て世帯分）簡易な収入見込額の申立書（様式第４号）又は低所得の子育て世帯

に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

分）簡易な所得見込額の申立書（様式第４号の２）に、給与明細書又は公的年金証

書その他所得を証明する書類を提出させることにより、当該申請者が第２条の要件

を満たす者であるかについて確認を行う。

４ 町長は、第１項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させ、又は

提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

（代理による申請）

第８条 代理により第７条第１項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定

した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者と

する。

（申請者に対する支給の決定）

第９条 町長は、第７条第１項の規定により提出された本給付金申請書を受理したと

きは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第７条第２項

各号に掲げる方式により本給付金を支給する。

（本給付金の支給等に関する周知）

第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童

の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法

による住民への周知を行う。
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（申請が行われなかった場合等の取扱い）

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象

者から第６条第２項の申請期限までに第７条第１項の申請が行われなかった場合、

当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

２ 町長が第５条第１項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又

は特別児童扶養手当の振込時における指定口座（支給決定までに指定口座の変更を

届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。）に本給付金の支給

として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解

約・変更等の事由により令和５年３月31日までに完了できない場合は、本件契約は

解除される。

３ 町長が第９条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振

込不能があり、町が確認に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支

給対象者の責に帰すべき事由により令和５年３月31日までに支給が完了できない場

合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

（不当利得の返還）

第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明

した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求め

る。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

（その他）

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第５９号

令和４年城里町告示第203号

令和４年度城里町子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付金）支給事務実施要綱

（目的）

第１条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19

日閣議決定）の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々

な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非

課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、令和４年度の子育て世帯等臨時

特別支援事業（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金）に関し、必要な事項を

定める。

（定義）

第２条 城里町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（以下「非課税世帯等給付

金」という。）は、前条の目的を達するために、城里町（以下「町」という。）によ

って贈与される給付金をいう。

（支給対象者）

第３条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和４年６月１日（以下「基準日」とい

う。）において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の住民基本台帳に記録されて

いる者（基準日以前に、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条の規定により

住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれ

の市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町

村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。）であって、次に掲げる世

帯の世帯主とする。

(1) 令和４年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯同一の世帯に属する者全

員が、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による令和４年度分の市町村民税（同

法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）均等割が課されていない者又は市

町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世

帯

(2) 令和４年１月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降申請日の属する月の前

月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和４年度分の市町村民税が

非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（同一の世帯に属する者の

うち令和４年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの１年

間の収入見込額（令和４年１月以降の任意の１箇月の収入に12を乗じて得た額をい

う。）又は１年間の所得見込額（当該収入見込額から１年間の経費等の見込額を控

除して得た額をいう。）が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以

下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。）ただし、次のいずれかに該

当する世帯を除く。

ア 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯（当該

者が一に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。）

イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住

民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったも

のは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し
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非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

２ 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみ

で構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

３ 第１項第一号の規定にかかわらず、令和４年度分の市町村民税均等割が非課税であ

る世帯に対する給付について、既に令和３年度分の非課税世帯等給付金の支給を受け

た世帯（令和３年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象で

あるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。）と同一の世帯及び当該世帯の世帯主

であった者を含む世帯は支給を要件を満たさないものとする。

（支給額）

第４条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、

１世帯あたり100千円とする。

（受給権者）

第５条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。（た

だし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合

には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者（これにより難い場合は、死亡

した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者））。

２ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和22

年法律第164号）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）、知的障害者福祉法（昭

和35年法律第37号）及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）に定める措置を受けた

者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

（支給の方式）

第６条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金支給要件確認書（様式第１号。以下「確認書」という。）の提出、

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）（申請を必要とする世

帯の場合）（様式第２号。以下「申請書」という。）又は住民税非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）（様式第３号。以下「申請書」

という。）による申請により行う。

２ 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に

掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第３号に掲げる申請方式は、申請者が

金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住してい

ることその他第１号又は第２号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知

された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知され

た金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に

提出し、城里町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

３ 申請者は、非課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又

は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

（代理による申請）

第７条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請

を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた

保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人）

- 2 -



(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が

特に認める者

２ 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記

載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提

出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めるこ

と等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

３ 町は、代理人が第１項第１号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第

２号及び第３号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するも

のとする。

（申請期限）

第８条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

２ 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、城里町が当該確認

書を発出した日から３か月とする。

３ 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出

期限は、令和４年９月30日とする。

（支給の決定）

第９条 町長は、第６条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内

容を確認の上、支給を決定し住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定通

知書（様式第４号）により通知し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給

する。２ 前項の規定により受理した確認書又は申請書の内容を確認した結果支給対

象とならない場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金不支給決定通知書

（様式第５号）により通知する。

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付

開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

（申請が行われなかった場合等の取扱い）

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第８条

第２項の提出期限又は第３項の申請期限までに第６条の規定による確認書の提出又は

申請が行われなかった場合、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを

辞退したものとみなす。

２ 町長が第９条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等が

あり、城里町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者

の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたも

のとみなす。

（不当利得の返還）

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に

対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはな

らない。

（その他）

第14条この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行し、令和４年６月１日から施行する。

（告示の失効）
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２ この告示は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。

（失効後の経過処置）

３ この告示の失効の日以前に交付決定を受けた者に係る第12条の規定は、同日後もな

おその効力を有する。
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別記（第５条関係）

１ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満た

しており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）

については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者

の非課税世帯等給付金については、町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者（婦人相

談所一時保護所（一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設の

入所者の暴力被害が、当該入所者の親族（配偶者を除く。以下同じ。）など、当該

入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所

者を含む。）及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない

者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難し

ている者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれか

を満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（平成13年法律第31号）第10条に基づく保護命令（同条第１項第１号に基づ

く接近禁止命令又は同項第２号に基づく退去命令）が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（親族か

らの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に

婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

と同様の内容が記載された証明書を含む。））が発行されていること。なお、婦人

相談所以外の配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及

び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署）や行政機関や関係機関と連携し

てＤＶ被害者支援を行っている民間支援団体（婦人保護事業委託団体、地域ＤＶ

協議会参加団体、補助金等交付団体）が発行した確認書（別紙様式１）も、上記

証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領

（昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象と

なっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性

がないと認められる場合

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配

偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣

旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断す

ることができる場合を含む。

２ 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童（児童（基準日

時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童以外の者（基準日時点で原則

として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者（疾病等やむを得ない事情

による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。）及び(6)に

おける母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。）については、町における申請・

受給権者とする。
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(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６

条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４

に規定する里親に委託されている児童（保護者（児童福祉法第６条に規定する保護

者をいう。(2)において同じ。）の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環

境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったこと

に伴い、２月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。）

(2) 児童福祉法第27条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第42条に

規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは同

法第27条第２項の規定により同法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援

医療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、又は同法第27条第１

項第３号若しくは第27条の２第１項の規定により入所措置が採られて同法第37条

に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の２に規定す

る児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設（以下「乳児

院等」という。）に入所している児童（当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設

に通う者、２月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達

支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しく

は精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困

難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をして

いる児童を除く。）

(3) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第２項若しくは知的障害者福

祉法（昭和35年法律第373号）第16条第１項第２号の規定により入所措置が採られて

障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。）第５条第11項に規定する障害者支援施設をいう。）又はの

ぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律

第167号）第11条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（２月以内の期間を定めて行

われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間に

ある者のみで構成する世帯に属している者に限る。）

(4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第30条第１項ただし書の規定により同法第

38条第２項に規定する救護施設、同条第３項に規定する更生施設若しくは同法第30

条第１項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法（昭

和31年法律第118号）第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童（２月以内

の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除

き、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者のみで構成する世帯に

属している者に限る。）

(5) 児童福祉法第25条の７第１項第３号の規定により同法第６条の３第１項に規定

する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等（２月以内の期間を

定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及

び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。）

(6) 児童福祉法第23条第１項の規定により同法第38 条に規定する母子生活支援施

設（以下「母子生活支援施設」という。）に入所している者（２月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除く。）

３ 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高

齢者」（以下「措置入所等障害者・高齢者」という。）であって、基準日において、市
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に住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。

ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、

施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供

が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条

第１項若しくは第２項又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の４若

しくは第16条第１項第２号の規定による措置が執られている者（措置が執られてい

る者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める

者（成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた

補助人が選任されている者等を含む。）を含む。以下同じ。）（２箇月以内の期間を定

めて行われる入所等をしている者を除く。）

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第10条の４第

１項及び第11条第１項の規定による入所等の措置等が執られている者（２箇月以内

の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。）

４ ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まり

している方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者につ

いて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における

申請・受給権者とする。

５ 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無

戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握してい

ることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。
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報告第６０号 

 

令和４年城里町告示第 号 

 

   城里町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払による 

助成金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（以下「ＨＰＶワクチン」

という。）の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第

１項に規定する予防接種（以下「定期接種」という。）の機会を逃した者に対し、ヒト

パピローマウイルス感染症に係る任意接種（以下「任意接種」という。）を受けた場合

に、任意接種の費用に対する助成金（以下「助成金」という。）を交付するため、必要

な事項を定めるものとする。 

 （助成金の額） 

第２条 助成金の額（以下「助成額」という。）は、任意接種を行った医療機関に対し支

払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費及び次条第１項に掲げる添付書類

の発行に要した文書料は除くものとする。 

２ 助成額の上限は、任意接種３回分までに相当する額とし、任意接種１回分の額は、

助成金の交付申請日の属する年度（以下「申請年度」という。）におけるヒトパピロー

マウイルス感染症に係る定期接種の委託料の額までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、助成金を受けようとする者が第４条第１項第１号に掲

げる書類を提出しない場合には、助成額は、申請年度におけるヒトパピローマウイル

ス感染症に係る定期接種の委託料の額とする。 

 （助成金の対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者（助成金と同種のものであると城里町（以下「町」とい

う。）が認める助成金を町以外の市区町村から受けた者を除く。）とする。 

 (1) 平成９年４月２日から平成18年４月１日までの間に生まれた女性であること。 

 (2) 令和４年４月１日時点で町に住民登録があること。 

 (3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る

定期接種において３回の接種を完了していないこと。 

 (4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和３年度の末日までに、日本国内の医

療機関で、組換え沈降２価ＨＰＶワクチン又は組換え沈降４価ＨＰＶワクチンの任

意接種を受け、自費を負担していること。 

 (5) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種（予防接種法

施行令（昭和23年政令第197号）第１条の３第１項の表中ヒトパピローマウイルス感

染症の項下欄第２号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感

染症に係る定期接種をいう。）を受けていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、城里町長（以下「町長」という。）が、特に必要と認めた

場合は、助成金の対象者にすることができる。 

 （助成金の申請及び交付の方法） 

第４条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者（以下「助成申請者」という。）は、

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書兼請求書（様式

第１号。以下「申請書」という。）に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付

して町長に申請しなければならない。ただし、助成対象者が第２号に掲げる書類等を



 

添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費

用助成金交付申請用証明書（様式第２号）の提出をもって第２号に掲げる書類等に代

えることができる。 

 (1) 第３条第１項第４号の自費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる

書類（原本） 

 (2) 助成金を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済

証、接種済みの記載がある予診票等（写し） 

 （審査及び交付決定） 

第５条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するこ

とを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付

決定通知書（様式第３号）により、交付しないことを決定したときは、ヒトパピロー

マウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書（様式第４号）により、

助成申請者に通知するものとする。 

 （交付の方法） 

第６条 助成金の交付は、助成申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことに

より行うものとする。 

 （不当利得の返還） 

第７条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、交付した助成

金の返還を求めるものとする。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第８条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 （関係機関との連携等） 

第９条 町は、助成金の交付の決定のため調査又は過去に決定した助成金に係る調査の

ために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その

他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行う

ことができる。 

 （その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金に係る事務の実施に必要な事項は町長が

別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。 

 （失効後の経過措置） 

３ この告示の失効の日以前に交付の決定を受けた者に係る第７条、第８条及び第９条

の規定は、同日後もなおその効力を有する。

 



報告第６１号 

 

令和４年城里町告示第 号 

 

   令和４年度城里町農業資材高騰対応応援給付金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に

伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以

下同じ。）の影響が続く中、更に農業用資材等の価格高騰の影響を受けている農家に対

し、農業活動の支援を図る目的で、令和４年度城里町農業資材高騰対応応援給付金（以

下「給付金」という。）を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規

則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （交付対象者） 

第２条 給付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する個人又は法人とする。 

 (1) 令和３年分の収入に対する所得税又は住民税の申告（以下「個人税申告」という。）

をした個人で農業収入のある者又は給付金の交付申請日の直前の事業年度におけ

る法人住民税の申告（以下「法人税申告」という。）をした農業法人 

 (2) 令和４年４月１日時点において町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業

所を有する法人で、次に掲げる要件を満たす者 

  ア 個人の場合は、交付の申請時においても町内に住所を有し、営農している者 

  イ 法人の場合は、交付の申請時においても町内に主たる事務所を有し、営農して

いる者 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に暴力団員又は暴力団の統制の下に

ある者ではない者。 

 （交付額等） 

第３条 給付金の交付額は、１交付対象者あたり５万円とし、給付金の交付は、１回限

りとする。 

 （交付の申請及び請求） 

第４条 給付金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、城里

町農業資材高騰対応応援給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、令和５年２月 28日までに町長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の農業収入のあることが分かる次に掲げるいずれかの書類。 

  ア 個人の場合は、令和３年分の農業収入があることが分かる書類として、次に掲

げるいずれかの書類 

   (ア) 青色申告の場合 令和３年分所得税青色申告決算書（農業所得用）の写し 

   (イ) 白色申告又は住民税申告の場合 令和３年分収支内訳書（農業所得用）の

写し 

  イ 法人の場合は、給付金の交付申請日の直前の事業年度における法人税申告の申

告書の写し 

 (2) 誓約書(様式第２号) 

 (3) 振込口座の内容が分かる通帳等の写し 
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 (4) その他町長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定

し、城里町農業資材高騰対応応援給付金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）に

より、当該申請者に通知するものとするとともに、当該申請に係る交付を決定したと

きは、速やかに給付金を交付するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による審査の結果、給付金の交付を不交付と決定したときは、

理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。 

 （実績報告に関する特例） 

第６条 規則第14条の規定にかかわらず、給付金の交付に係る実績報告は省略するもの

とする。 

 （交付決定の取消し及び返還） 

第７条 町長は、申請者が第５条の規定により給付金の交付の決定を受けた場合におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付の決定を取り消し、既に給

付金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。 

 (1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 (2) この告示の規定に違反したとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、給付金を交付することが不適当であると町長が認

めるとき。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和５年３月 31日限り、その効力を失う。 

 （失効後の経過措置） 

３ この告示の失効の日以前に給付金の交付の決定を受けた者に係る第７条の規定は、

同日後も、なおその効力を有する。 
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報告第６２号 

 

令和４年城里町告示第222号 

 

   城里町新規就農者育成総合対策資金交付要綱 

目次 

第１章 総則(第１条―第２条) 

第２章 就農準備資金（第３条―第23条） 

第３章 経営開始資金（第24条―第42条） 

第４章 雑則（第43条） 

附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組みを講じ、農業への

人材の一層の呼び込みと定着を図ることを目的に、新規就農者育成総合対策実施要綱

（令和４年３月29日付け３経営3142号農林水産事務次官依命通知。）別記２（就農準備

資金・経営開始資金）（以下「国要綱」という。）に基づき、予算の範囲内において城

里町新規就農者育成総合対策資金（以下「資金」という。）を交付することに関し、城

里町補助金等交付規則(平成17年城里町規則42号。以下「規則」という。)に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （資金の種類） 

第２条 城里町（以下「町」という。）が行う新規就農者育成総合対策事業は次の各号の

とおりとする。 

(1) 就農準備資金 次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて、研修機

関等（茨城県が就農に有効と認める研修を実施する農業大学校の農業経営者育成教

育機関、先進農家、先進農業法人をいう。以下同じ。）において研修を受ける者に対

して交付する資金をいう。 

(2) 経営開始資金 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規

就農者に対して交付する資金をいう。 

   第２章 就農準備資金 

（交付の要件） 

第３条 町長は、国要綱第５の１の(1)に規定する要件を満たす者に対して、就農準備資

金を交付するものとする。 

（交付額及び交付期間） 

第４条 就農準備資金の交付額及び交付期間は、国要綱第５の１の(2)の規定によるも

のとする。 

（研修計画の承認申請） 

第５条 就農準備資金の交付を受けようとする者は研修計画の承認を受けるため、国要

綱第６の１の(1)に規定する研修計画（別紙様式第１号）に、個人情報の取扱い（様式

第１号）を添付のうえ、町長に申請しなければならない。 

（研修計画の承認） 

第６条 町長は、前条の規定により研修計画の承認申請があったときは、国要綱第７の

１の(1)の規定により、研修計画の承認を行い、速やかに当該申請者に通知するものと

する。ただし、審査に当たっては、茨城県県央農林事務所及び笠間地域農業改良普及

センターの関係者で行うものとする。 



 （研修計画の変更申請） 

第７条 前条の規定により承認を受けた者が、研修計画を変更する場合は、第５条の規

定に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、研修期間の変更を要しな

い研修内容の追加、月ごとの研修内容の順番の入替え等の軽微な変更の場合は除く。 

 （研修計画変更の承認） 

第８条 町長は、前条の規定により研修計画の変更申請があった場合は、第６条の規定

に準じて承認を行うものとする。 

（交付申請） 

第９条 第６条又は第８条の規定により研修計画の承認を受けた者は、実施要綱第６の

１の(3)の規定に基づき交付申請書（別紙様式第３号）を作成し、町長に就農準備資金

の交付を申請しなければならない。 

２ 交付申請の期間は、半年又は１年をごととし、原則として、申請する交付の対象期

間の最初の日から１年以内に行うものとする。 

（交付の決定） 

第10条 町長は、前条の規定による就農準備資金の交付申請があった場合は、審査を行

ったうえで、申請の内容が適当であると認め、交付することを決定したときは城里町

新規就農育成総合対策資金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しないことを

決定したときはその旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。 

（資金の交付） 

第11条 町長は、前条の規定に基づき交付を決定した者に対して、就農準備資金を交付

するものとする。 

２ 就農準備資金の交付は、原則として半年または１年とする。 

（研修状況の報告） 

第12条 就農準備資金の交付を受けた者（以下｢準備資金交付対象者｣という。）は、実施

要綱第７の１の(4)に規定する研修状況報告書（別紙様式第４号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 研修状況報告書は、交付対象期間内において半年ごとに行い、交付対象期間経過後

１月以内に提出しなければならない。 

（研修実施状況の確認及び指導） 

第13条 町長は、前条に規定する研修状況報告書の提出があったときは、実施要綱第７

の１の(4)の規定に基づき、研修状況確認チェックリスト（別紙様式第５号）を使用し

て、研修実施状況の確認を行うものとする。 

２ 町長は、準備資金交付対象者に対して、必要に応じて研修機関等と連携し、適切な

指導を行うものとする。 

（交付の中止） 

第14条 準備資金交付対象者は、就農準備資金の受給を中止する場合は、実施要綱第６

の１の(5)に規定する中止届（別紙様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

（交付の休止） 

第15条 準備資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場

合は、実施要綱第６の１の(6)のアに規定する休止届（別紙様式第７号）を町長に提出

しなければならない。この場合において、休止期間は原則として１年以内とする。 

２ 前項の休止届を提出した準備資金交付対象者が研修を再開する場合は、実施要綱第

６の１の(6)のイに規定する研修再開届（別紙様式第８号）を、町長に提出しなければ

ならない。 

３ 準備資金交付対象者が妊娠、出産又は災害により研修を休止する場合は、一度の妊



娠又は出産につき最長３年、一度の災害につき最長１年の休止期間を取得することが

できる。この場合において、その休止期間に応じて、交付期間を延長できるものとし、

延長する場合には、前項に規定する研修再開届の提出とあわせて、第７条の規定に準

じて交付期間の変更の申請をしなければならない。 

（交付の休止及び再開） 

第16条 町長は、準備資金交付対象者から前条第１項の規定に基づく休止届の提出があ

った場合、休止の理由にやむを得ない事情があると認められるときは、就農準備資金

の交付を休止するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により準備資金の交付を休止している準備資金交付対象者から

前条第２項の規定に基づく研修再開届の提出があった場合、適切に研修することがで

きると認められるときは、就農準備資金の交付を再開するものとする。 

 （交付の停止） 

第17条 町長は、準備資金交付対象者が実施要綱第５の１の(3)の各号のいずれかに該

当する場合は、就農準備資金の交付を停止するものとする。 

 （交付決定の取消） 

第18条 町長は、規則第９条第１項の各号のいずれかに該当することにより交付の決定

を取り消した場合の同条第２項の規定による決定の取消しの通知は、城里町新規就農

者育成総合対策資金交付決定取消通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（資金の返還） 

第19条 準備資金交付対象者は、国要綱第５の１の(4)に規定する事項に該当する場合

は、就農準備資金の一部又は全部を町長が別に指示する期日及び方法により返還しな

ければならない。ただし、病気又は災害その他やむを得ない事情（以下「病気等」と

いう。）があると町長が認めた場合（国要綱第５の１の(4)のイの(ク)に規定する要件

に該当する場合を除く。）はこの限りではない。 

２ 準備資金交付対象者は、前項の規定により返還をする場合において、その返還期限

までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未

納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

（研修終了後の報告） 

第20条 準備資金交付対象者は、研修終了後６年間、毎年７月末及び１月末までにそ

の直前の６月間について、実施要綱第６の１の(7)のアに規定する就農状況報告（別

紙様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

２ 準備資金交付対象者は、就農準備資金の交付期間終了後、引き続き、就農に向けて

より高度な技術、知識等を習得するための研修又は進学（以下「継続研修」という。）

を行う場合は、国要綱第６の１の(7)のアに規定する継続研修計画（別紙様式第10号）

を作成し、第５条の規定に準じて町長に申請するとともに、継続研修開始後１月以内

に国要綱第６の１の(7)のアに規定する継続研修届（別紙様式第11号）を町長に提出し

なければならない。 

３ 前項の規定による継続研修は、就農準備資金の交付期間終了後、原則１月以内に開

始するものとし、その期間は原則として４年以内とする。この場合において、国要綱

第５の１の(4)のイの(イ)に規定する研修終了後１年以内とは、継続研修の終了後１年

以内とする。なお、継続研修の期間中は第12条の規定により、研修実施状況の報告を

行わなければならない。 

４ 前項の場合において、第１項、第５項から第７項の規定は、継続研修が終了した時

点から適用するものとする。 

５ 準備資金交付対象者は、病気等により研修終了後１年以内に、独立・自営就農、雇



用就農又は親元就農が困難な場合は、町長に国要綱第６の１の(7)のウに規定する就農

遅延届（別紙様式第13号）を提出しなければならない。この場合において、就農遅延

期間は研修終了後から原則２年以内とする。 

６ 準備資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した

場合は、就農後１月以内に国要綱第６の１の(7)のエに規定する就農届（別紙様式第14

号）を町長に提出しなければならない。 

７ 準備資金交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中に病気等により就農を中断す

る場合は、中断後１月以内までに町長に国要綱第６の１の(7)のオに規定する就農中断

届（別紙様式第15号）を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間

は就農を中断した日から原則１年以内とし、就農を再開する場合は国要綱第６の１の

(7)のオに規定する就農再開届（別紙様式第16号）を提出しなければならない。 

８ 準備資金交付対象者は、準備資金の交付期間終了後６年の間に離農した場合は、離

農後１月以内に国要綱第６の１の(7)のカに規定する離農届（別紙様式第21号）を町長

に提出しなければならない。 

 （継続研修計画の承認） 

第21条 町長は、前条第２項により継続研修計画の提出を受けた場合は、国要綱第７の

１の(5)の規定に基づき承認を行うものとする。 

 （交付情報等の登録） 

第22条 町長は、研修計画又は交付申請書の提出があった場合、就農準備資金・経営開

始資金交付対象者データベース（以下「データベース」という。）に交付情報等を速や

かに登録するものとする。 

 （サポート体制の整備） 

第23条 町長は、準備資金交付対象者が研修終了後、円滑に就農し、定着できるよう、

就農に向けた相談体制を構築し、就農先の紹介や経営開始にあたっての農地又は資金

の確保に関する課題に対し、国要綱第５の１の(1)のイの(ア)に規定する認定研修機関、

就農先及び地域の関係機関と連携してサポートできる体制を整備するものとする。 

   第３章 経営開始資金 

（交付の要件） 

第24条 町長は、国要綱第５の２の(1)に規定する要件を満たす者に対して、経営開始資

金を交付するものとする。 

（交付額及び交付期間） 

第25条 経営開始資金の交付額及び交付期間は、国要綱第５の２の(2)の規定によるも

のとする。 

（青年等就農計画等の承認申請） 

第26条 経営開始資金の交付を受けようとする者は研修計画の承認を受けるため、国要

綱第６の２の(1)に規定する青年等就農計画等に、個人情報の取扱い（様式第１号）を

添付のうえ、町長に申請しなければならない。 

（青年等就農計画等の承認） 

第27条 町長は、資金の交付を受けようとする者から前条の規定による青年等就農計画

等の承認申請があった場合は、国要綱第７の２の(2)の規定により、青年等就農計画等

の承認を行い、速やかに当該申請者に通知するものとする。この場合において、審査

の手続きについては、城里町青年等就農計画認定事業実施要綱（平成27年城里町告示

第190号）の規定に基づき行うものとする。 

 （青年等就農計画等の変更申請） 

第28条 前条の規定により承認を受けた者が、研修計画を変更する場合は、第26条の規



定により計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない

程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。 

 （青年等就農計画等変更の承認） 

第29条 町長は、前条の規定により青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第27

条の規定に準じて承認を行うものとする。 

（交付申請） 

第30条 第27条又は第29条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、国要綱

第６の２の(3)に規定する交付申請書（別紙様式第19号）を作成し、町長に経営開始資

金の交付を申請しなければならない。 

２ 交付申請は、半年又は１年をごととし、原則として、申請する交付の対象期間の最

初の日から１年以内に行うものとする。 

（交付の決定） 

第31条 町長は、前条の規定による経営開始資金の交付申請があった場合は、審査を行

ったうえで、申請の内容が適当であると認め、交付することを決定したときは城里町

新規就農者育成総合対策資金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しないこと

を決定したときはその旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。 

 （資金の交付） 

第32条 町長は、前条の規定に基づき交付を決定した者に対して、経営開始資金を交付

するものとする。 

２ 経営開始資金の交付は、原則として半年又は１年とする。 

 （就農状況報告） 

第33条 経営開始資金の交付を受けた者（以下「開始資金交付対象者」という。）は、交

付期間中、毎年７月末及び１月末までにその直前の６月の就農状況について、国要綱

第６の２の(6)に規定する就農状況報告（独立・自営就農）（別紙様式第９－１号）、就

農状況報告（雇用就農）（別紙様式第９－２号）又は就農状況報告（親元就農）（別紙

様式第９－３号）のいずれかを町長に提出しなければならない。 

 （就農状況の確認及び立入調査） 

第34条 町長は、前条に規定する就農状況報告書の提出があったときは、国要綱第７の

２の(5)の規定の基づき、就農状況確認チェックリスト（別紙様式第17号）を使用して、

就農状況の確認を行うものとする。 

２ 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは開始資

金交付対象者に必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。 

 （交付の中止） 

第35条 開始資金交付対象者は、経営開始資金の受給を中止する場合は、実施要綱第６

の２の(4)に規定する中止届（別紙様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

 （交付の休止） 

第36条 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場

合は、実施要綱第６の２の(5)のアに規定する休止届（別紙様式第７号）を町長に提出

しなければならない。この場合において、休止期間は原則として１年以内とする。 

２ 前項の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は、国要綱第６

の２の(5)のイに規定する経営再開届（別紙様式第20号）を、町長に提出しなければな

らない。 

３ 開始資金交付対象者が妊娠、出産又は災害により研修を休止する場合は、一度の妊

娠、出産又は災害につき最長３年の休止期間を取得することができる。この場合にお

いて、その休止期間に応じて、交付期間を延長できるものとし、延長する場合には、



前項に規定する経営再開届の提出とあわせて、第28条の規定に準じて交付期間の変更

の申請をしなければならない。 

 （交付の休止及び再開） 

第37条 町長は、開始資金交付対象者から前条第１項の規定に基づく休止届の提出があ

った場合、休止の理由にやむを得ない事情があると認められるときは、経営開始資金

の交付を休止するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により経営開始資金の交付を休止している開始資金交付対象者

から前条第２項の規定に基づく経営再開届の提出があった場合、適切に農業経営を行

うことができると認められるときは、経営開始資金の交付を再開するものとする。 

 （交付の停止） 

第38条 町長は、開始資金交付対象者が国要綱第５の２の(3)の各号のいずれかに該当

する場合は、経営開始資金の交付を停止するものとする。 

 （交付決定の取消） 

第39条 町長は、規則第９条第１項の各号のいずれかに該当することにより交付の決定

を取り消した場合の同条第２項の規定による決定の取消しの通知は、城里町新規就農

者育成総合対策資金交付決定取消通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 （資金の返還） 

第40条 開始資金交付対象者は、国要綱第５の２の(4)に規定する事項に該当する場合

は、経営開始資金の一部又は全部を町長が別に指示する期日及び方法により返還しな

ければならない。ただし、病気等があると町長が認めた場合（国要綱第５の２の(4)の

イに規定する要件に該当する場合を除く。）はこの限りではない。 

２ 交付対象者は、前項の規定により返還をする場合において、その返還期限までに納

付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につ

き年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

 （交付情報等の登録） 

第41条 町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベース

に交付情報等を速やかに登録するものとする。 

 （サポート体制の整備） 

第42条 町長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対

応できるよう、茨城県県央農林事務所、笠間地域農業改良普及センター、農業協同組

合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関及び農業委員会の関係機関に所属する者及

び指導農業士の関係者で構成するサポート体制（以下「サポート体制」という。）を構

築するものとする。 

２ 町長は、サポート体制の中から、開始資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農

資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者（以下「サポートチーム」という。）を選任

し、開始資金交付対象者の前項の課題の相談先を明確にするものとし、サポートチー

ムについては、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指

導が可能な農業者を参画させることを必須とする。 

３ 開始資金交付対象者が早期に経営を安定させ発展できるよう又地域に定着してい

けるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第１号及び第２号について、サポート

チームは次に掲げる第３号について行うものとする。 

 (1) 国要綱第７の２の(1)の青年等就農計画等作成への助言及び指導 

 (2) 国要綱第７の２の(2)の審査への参加 

 (3) 国要綱第７の２の(5)の就農状況の確認、助言及び指導 

   第４章 雑則 



 （補則） 

第43条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （城里町農業次世代人材投資資金交付要綱の一部改正） 

２ 城里町農業次世代人材投資資金交付要綱（平成24年城里町告示第103号）の一部を

次のように改める。 

  附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の２

項を加える。 

（承認申請の期限） 

２ 第７条の承認申請については、令和４年３月31日までに申請するものとする。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、令和14年３月31日限り、その効力を失う。 



報告第６３号

令和４年城里町告示第 号

令和４年度城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に

伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以

下同じ。）の感染拡大の影響が続く中、原油価格又は物価の高騰により更なる経済的な

影響を受けている事業者等を支援するため、予算の範囲内において令和４年度城里町

事業者等原油価格・物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することに

ついて、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

(1) 個人事業者 町内に住所又は事業所を有し、事業を営む個人

(2) 法人 町内に本社、本店又は事業所（以下「事業所等」という。）を有し、事業

を営む法人又は町長が適当と認める町内に事業所等を有する団体

（交付対象者）

第３条 支援金の交付対象となる個人事業者又は法人（以下「対象事業者等」という。）

は、この告示の施行の日以前に事業を開始し、今後も事業を継続する意思を有する者

とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業者等としないもの

とする。

(1) 令和４年度城里町農業資材高騰対応応援給付金交付要綱（令和４年城里町告示

第 号）第２条に規定する交付対象者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受

託営業を行う者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号の暴力団若しくは同条第６号の暴力団員又は暴力団の統制の下にある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長

が認める者

（交付額等）

第４条 支援金の交付額は、１対象事業者等あたり５万円とし、支援金の交付は、１回

限りとする。

（交付の申請及び請求）

第５条 支援金の交付を受けようとする対象事業者等（以下「申請者」という。）は、原

則として令和５年２月28日までに、城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交

付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければ

ならない。

(1) 町内に事業所等があることがわかる次に掲げるいずれかの書類
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ア 令和３年分の確定申告書の控えの写し。ただし、法人にあっては、支援金の交

付申請日の直前の事業年度における法人住人税の申告書の控えの写しとする。

イ 営業許可証の写し

ウ その他町長が認める町内に事業所等があることがわかる書類

(2) 誓約書（様式第２号）

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（交付の決定）

第６条 町長は、前条の規定により支援金の交付の申請があった場合は、その内容を審

査の上、交付の可否を決定し、城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付（不

交付）決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するとともに、当該申請に

係る交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

２ 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金の交付を不交付と決定したときは、

理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

（実績報告に関する特例）

第７条 規則第14条の規定にかかわらず、支援金の交付に係る実績報告は、省略するも

のとする。

（交付決定の取消し及び返還）

第８条 町長は、申請者が第６条の規定により支援金の交付の決定を受けた場合におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に支

援金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当であると町長が認

めるとき。

（補則）

第９条 この告示に定めるもののほか、町長が支援金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（この告示の失効）

２ この告示は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。

（失効後の経過措置）

３ この告示の失効の日以前に支援金の交付の決定を受けた者に係る第８条の規定は、

同日後も、なおその効力を有する。
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報告第６４号

令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第３条第１項及び

第 22 条第１項の規定により、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて、監査委員の意見を付して別紙のとおり報告する。

令和４年１０月１２日 提 出

城里町長 上遠野 修
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１ 健全化判断比率

（単位 ％）

備考 実質赤字率の欄及び連結実質赤字率の欄において、実質赤字額及び連結実質赤字額が

ない場合は、「―」と記載しています。

２ 資金不足比率

（単位 ％）

備考 各会計の欄において、資金不足が生じない場合は、「―」と記載しています。

区 分 令和３年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 ― １４．１４ ２０．００

連結実質赤字比率 ― １９．１４ ３０．００

実 質 公 債 費 比 率 ９．０ ２５．０ ３５．０

将 来 負 担 比 率 ４５．０ ３５０．０

区 分 令和３年度決算 経営健全化基準

公共下水道事業特別会計 ― ２０．００

農業集落排水事業特別会計 ― ２０．００

上 水 道 事 業 会 計 ― ２０．００
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報告第６８号






























































































































































































































































































































































































































































































































































